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第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 

３ 主要な都市計画の決定の方針 

(1) 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要用途の配置の方針 

本区域は、石巻市の中心市街地等に医療・福祉・商業等の都市機能が集積し、この中心市街地

から放射状に伸びる主要な交通軸上に住宅を主体とした市街地が形成されてきた。しかし、近年、

このような中心市街地では商業、サービス、娯楽等の商業機能の低下が顕著になっており、これ

に代わって石巻市蛇田地区のように、市街地縁辺部の自動車交通の利便性が高いI.C.周辺等に大規

模商業施設が立地し、新たな産業拠点を形成している状況にある。 

一方、周辺の市街地では都市的未利用地の残存、空き家や空宅地・未利用地が増加する都市の

スポンジ化の進行、既存ストックの有効活用等が課題となっている。 

さらに、震災により、沿岸部の住宅地や産業地が壊滅的な被害を受けたが、港湾・漁港を含め

た周辺の産業機能は回復傾向にあり、本区域の復興に向けて再建が進む住宅地とあわせて、産業

地の充実及び産業集積の促進が求められている。 

このことから、本区域では、各地区の状況にあわせて安全な住宅地や産業地の充実等を図ると

ともに、立地適正化計画の活用等により、駅周辺等の交通結節点において居住地と都市機能を集

約させた中心拠点、その他鉄道駅の周辺等にコンパクトな住宅地を誘導し、これらと連携した道

路機能の確保や公共交通ネットワークを維持・充実させ、各拠点が連携した『拠点ネットワーク

型集約市街地』の形成を図っていく。 

また、特別名勝松島や三陸復興国立公園に代表される恵まれた自然や文化財等の歴史・文化資

源を活かし、観光地としての機能を充実していく。 

 

□ 主要用途の配置の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 主要な都市計画の決定の方針 

(1) 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 主要用途の配置の方針 

本区域は、石巻市の中心市街地などに医療・福祉・商業等の都市機能が集積し、この中心市

街地から放射状に伸びる主要な交通軸上に住宅を主体とした市街地が形成されてきた。しかし、

近年、このような中心市街地では商業、サービス、娯楽等の商業機能の低下が顕著になってお

り、これに代わって石巻市蛇田地区のように、市街地縁辺部の自動車交通の利便性が高いI.C.周

辺などに大規模商業施設が立地し、新たな産業拠点を形成している状況にある。 

一方、周辺の市街地では都市的未利用地の残存、既存ストックの有効活用等が課題となって

いる。 

さらに、東北地方太平洋沖地震とそれに伴い発生した大津波により、沿岸部の住宅地や産業

地が壊滅的な被害を受け、港湾・漁港を含めた周辺の産業機能の低下がみられているため、住

宅地の再建とあわせて本区域の復旧・復興を牽引する産業地の形成及び産業集積の促進が課題

となっている。 

このことから、本区域では、各地区の状況にあわせて安全な住宅地の確保や産業地の形成な

どを図るとともに、駅周辺などの交通結節点において居住地と都市機能を集約させた中心拠点、

その他鉄道駅の周辺等にコンパクトな住宅地を誘導し、これらと連携した道路機能の確保や公

共交通ネットワークの維持・充実を行い、各拠点が連携した『多極ネットワーク型集約市街地』

の形成を図っていく。 

また、特別名勝松島や三陸復興国立公園に代表される恵まれた自然や文化財などの歴史的資

源を活かし、観光地としての機能を充実していく。 

□ 主要用途の配置の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全で快適な住宅地の形成 

 臨海型産業機能の再生や内陸型産業機能の拡充 

 沿岸部の災害危険区域等における産業地の充実 

 居住地や都市機能を集約した中心拠点等の形成 

 各拠点を結ぶ公共交通ネットワークの維持・充実 

 都市を活性化する中心市街地の再生や都市のスポンジ化対策 

 自然や歴史・文化資源を活用した観光都市の形成 

  

 安全で快適な住宅地の形成 

 臨海型産業機能の再生や内陸型産業機能の拡充 

 沿岸部の災害危険区域等における産業地への転換 

 居住地や都市機能を集約した中心拠点等の形成 

 各拠点を結ぶ公共交通ネットワークの維持・充実 

 都市を活性化する中心市街地の再生 

 自然・歴史的資源を活用した観光都市の形成 
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第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 

□ 構成要素別の配置の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 構成要素別の配置の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【居 住 機 能】 

各種都市機能の集積を活かした 

高度利用促進住宅地の再生・形成 

 

安全で快適な住宅地の再生・形成 

 
【居 住 機 能】 

 

各種都市機能の集積を活かした 

高度利用促進住宅地の再生・形成 

 

安全で快適な住宅地の再生・形成 

 

臨海型・内陸型産業機能の拡充 

 

水産関連産業機能の再生 

 

商業業務機能の再生・充実 

 

拠点型業務機能の集積・誘導 

 

広域的な小売商業 
機能の集積・誘導 

 

石巻 

 

本区域内各都市機能や、

隣接都市圏間の連携強化 

 

特別名勝松島の保全 

 

優れた田園・自然環境の保全・活用 

 

各種都市機能の集積を活かした 

高度利用促進住宅地の再生・形成 

 

安全で快適な住宅地の再生・形成 

 

三陸復興 

国立公園の保全 

 

【圏域の拠点機能】 
・中心拠点 （商業業務機能） 
・産業拠点 （工業流通機能） 

 

【地域連携軸】 

【自然的機能】 

・国際観光機能 
・田園・自然緑地 

 

【居 住 機 能】 

 

【圏域の拠点機能】 

・中心拠点 （商業業務機能） 

・産業拠点 （工業流通機能） 

【地域連携軸】 

石巻 

 

本区域内各都市機能や、

隣接都市圏間の連携強化 

 

【自然的機能】 

・国際観光機能 

・田園・自然緑地 

 

特別名勝松島の保全 

 

優れた田園・自然環境の保全・活用 

 

【居 住 機 能】 

各種都市機能の集積を活かした 

高度利用促進住宅地の再生・形成 

 

安全で快適な住宅地の再生・形成 

 

三陸復興 

国立公園の保全 

 

臨海型・内陸型産業機能の拡充 

 

水産関連産業機能の再生 

 

商業業務機能の再生・充実 

 

拠点型業務機能の集積・誘導 

 

広域的な小売商業 
機能の集積・誘導 

 

特別名勝松島の保全 

 

優れた田園・自然環境の保全 

 

三陸復興 

国立公園の保全 

 

石巻 

 

本区域内各都市機能や、

隣接都市圏間の連携強化 

 

各種都市機能の集積を活かした 

高度利用促進住宅地の再生・形成 

 

安全で快適な住宅地の再生・形成 

 

臨海型・内陸型産業機能の拡充 

 

水産関連産業機能の再生 

 

商業業務機能の再生・充実 

 

拠点型業務機能の集積・誘導 

 

広域的な小売商業 
機能の集積・誘導 
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第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 
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要
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の
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方
針

 

 



  

21 

第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 

1）業務地 

業務機能は、社会経済活動の中枢となる機能であり、震災により大きな被害を受けたものの、

石巻市の中心市街地周辺に国の出先機関や市役所等の官公庁施設、民間企業が多く立地し、本区

域の中心的な業務地が形成されている。 

また、石巻市蛇田においても県の石巻合同庁舎が移転するなど業務施設の集積が進んでいるほ

か、石巻市南境では「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」

に基づき都市基盤施設等が整備され、本区域の新しい産業・経済の拠点として業務施設の立地が

進んでいる。 

このような現況を踏まえ、目標とする都市構造の実現を図るため、業務地配置の基本方針を次

のように定める。 

 

 

 

 

 

 

□ 業務地配置の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｱ）中心業務地 

行政・民間の業務施設が集積する石巻駅周辺を本区域の中心業務地と位置づけ、市街地再開発

事業等による面的整備や幹線道路ネットワークの整備等により、業務施設立地のための環境づく

りを進めるとともに、業務機能の拡充・強化を図っていく。 

ｲ）拠点型業務地 

計画的に都市基盤が整備された石巻市南境を拠点型業務地として位置づけ、隣接する石巻専修

大学と連携した新産業の創出や、地域産業の高度化を牽引していく研究・開発・業務機能の集積

を促進する。石巻市蛇田については、広域交通ネットワークの活用等により、石巻合同庁舎を中

心とした業務機能の集積を図る。 

 

 

1）業 務 地 

業務機能は、社会経済活動の中枢となる機能であり、震災により大きな被害を受けたものの、

石巻市の中心市街地周辺に国、県の出先機関や市役所等の官公庁施設、民間企業が多く立地し、

本区域の中心的な業務地が形成されている。 

また、石巻市蛇田においても業務施設が集積しているほか、石巻市南境では「地方拠点地域

の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」に基づき都市基盤施設等が整備され、

本区域の新しい産業・経済の拠点として業務施設の立地が進んでいる。 

さらに、行政・民間の業務施設が集積する石巻駅周辺を本区域の中心業務地と位置づけ、市

街地再開発事業などによる面的整備や幹線道路ネットワークの整備などにより、業務施設立地

のための環境づくりを進めるとともに、業務機能の拡充・強化を図っていく。 

加えて、計画的に都市基盤が整備された石巻市南境を拠点型業務地として位置づけ、隣接す

る石巻専修大学と連携した新産業の創出や、地域産業の高度化を牽引していく研究・開発・業

務機能の集積を促進する。石巻市蛇田については、被災市街地復興土地区画整理事業などによ

り業務地の整備を図る。 

このような現況を踏まえ、目標とする都市圏構造の実現を図るため、業務地配置の基本方針

を次のように定める。 

□ 業務地配置の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本区域の社会経済の中心であり、本区域発展の核となる業務機能の集積を

活かして中心業務地の再生・強化を図る 

 既存の学術研究・開発機関と連携するとともに、広域交通ネットワークを

活用して、産業の高度化、新産業の創出等を牽引する拠点型業務地の形成

を図る 

○中心業務地   ： 石巻駅周辺 

○拠点型業務地 ： 石巻市南境、石巻市蛇田 

 本区域の社会経済の中心であり、本区域発展の核となる業務機能の集積を活か

して中心業務地の再生・強化を図る 

 既存の研究・開発機関と連携して産業の高度化、新産業の創出等を牽引する拠

点型業務地の形成を図る 

○中心業務地 ： 石巻駅周辺 

○拠点型業務地 ： 石巻市南境、石巻市蛇田 
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第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 

2）商業地 

商業地は、物品サービスの提供・享受の場であるとともに、多くの人が交流する「にぎわいの

場」である。本区域では、石巻駅周辺の市街地に商業施設が立地して宮城県北東部を商圏とする

商業地が形成されたほか、矢本駅周辺では食料品等の小売業を主体とした生活圏レベルの商業地

が形成され、女川駅周辺では復興事業等が進行し、商業地としての機能集積が進んでいる。 

しかし、石巻駅周辺の市街地は大規模商業施設の移転や空き店舗の増加により商業機能の衰退

がみられ、空き家、空き地が一層増えている状況にある。 

一方、石巻河南I.C.周辺の蛇田地区は、その地域特性から複数の大規模商業施設が立地し、より

広域から多くの買物客を集めている。また、国道45号等主要な幹線道路沿道には、ロードサイド

型の商業施設が集積し、沿道型の商業地を形成している。 

本区域では、地域産業の不振に伴う消費活動の低下、単価の高い専門品等の購買客の仙台市へ

の流出、さらには、モータリゼーションの進行に伴う大規模商業施設の郊外立地と既存の商店街

の衰退等、様々な問題を抱えており、商業地の活性化が必要となっている。 

このような現況を踏まえ、目標とする都市構造の実現を図るため、商業地配置の基本方針を次

のように定める。 

 

□ 商業地配置の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）商 業 地 

商業地は、物品サービスの提供・享受の場であるとともに、多くの人が交流する「にぎわい

の場」である。本区域では、石巻駅周辺の市街地に商業施設が立地して宮城県北東部一帯を商

圏とする商業地が形成されたほか、矢本駅周辺及び女川駅周辺では食料品等の小売業を主体と

した生活圏レベルの商業地が形成されている。 

しかし、石巻駅周辺の市街地は大規模商業施設の移転や空き店舗の増加により商業機能の衰

退がみられ、これに追い打ちを掛けるように震災による被害を受けたことにより、空き家、空

き地が一層増えている状況にある。 

一方、石巻河南I.C.周辺の蛇田地区は、その地域特性から複数の大規模商業施設が立地し、よ

り広域から多くの買物客を集めている。また、国道45号など主要な幹線道路沿道には、ロード

サイド型の商業施設が集積し、沿道型の商業地を形成している。 

本区域では、地域産業の不振に伴う消費活動の低下、単価の高い専門品等の購買客の仙台市

への流出、さらには、モータリゼーションの進行に伴う大規模商業施設の郊外立地と既存の商

店街の衰退等、様々な問題を抱えており、商業地の活性化が必要となっている。 

このような現況を踏まえ、目標とする都市圏構造の実現を図るため、商業地配置の基本方針

を次のように定める。 

□ 商業地配置の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本区域内各市町の中心として生活圏レベルの小売業、飲食業が集積する

石巻駅周辺、矢本駅周辺の商業地及び集積が進む女川駅周辺は、都市型

観光の振興と合わせた商業の集積・高度化により魅力的な都市中心商業

地の形成を図る 

 広域からの交通アクセスの良さを活かして、大規模な商業施設が集積す

る蛇田地区については、広域型商業地としての機能を維持していく 

 沿道型の商業施設が集積する幹線道路の沿道は、その交通の利便性を活

かした幹線沿道商業地の形成を図る 

○都市中心商業地 ： 石巻駅周辺、矢本駅周辺、女川駅周辺 

○広域型商業地  ： 石巻市蛇田 

○幹線沿道商業地 ： 国道 45 号・国道 398 号・(都)河南川尻線の沿道 

 本区域内各市町の中心として生活圏レベルの小売業、飲食業が集積する商

業地及び復興事業が進む女川駅周辺は、都市型観光の振興と合わせた商業

の集積・高度化により魅力的な都市中心商業地の形成を図る 

 広域からの交通アクセスの良さを活かして、大規模な商業施設が集積する

蛇田地区については、広域型商業地としての機能を維持していく 

 沿道型の商業施設が集積する幹線道路の沿道は、その交通利便性を活かし

た幹線沿道商業地の形成を図る 

○都市中心商業地 ： 石巻駅周辺、矢本駅周辺、女川駅周辺 

○広域型商業地 ： 石巻市蛇田 

○幹線沿道商業地 ： 国道 45 号・国道 398 号・(都)河南川尻線の沿道 
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第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 

ｱ）都市中心商業地 

買回品小売業、飲食業等の既存の商業施設が立地する石巻駅周辺と、生活圏レベルの買物ニー

ズに対応した最寄品小売業等の商業機能が集積する矢本駅周辺及び中心部の再生が行われてい

る女川駅周辺を都市中心商業地と位置づけ、商業機能の集積・高度化等を図る。これらの商業地

は、にぎわいの中心として交流機能の整備や良好な街並み景観の創出等により魅力的な商業空間

の形成を図っていく。 

また、石巻駅周辺については、都市型観光の中心として市街地再開発事業等による土地の高度

利用を促進し、商業施設の更新、商業機能の多様化・高度化を図っていく。特に、歴史・文化・

景観等の特性を活かし、市街地環境の整備等、来訪者と地域をつなぎ、観光振興と連携した環境

整備等により、にぎわいづくりを進めていく。 

ｲ）広域型商業地 

石巻河南I.C.に隣接し、広域からの交通アクセスの良さから大規模商業施設等が立地する石巻

市蛇田地区を広域型商業地として位置づけ、都市型小売業、買回品小売業、娯楽施設等の多数の

買物客が集中する商業地を維持するとともに、快適な商業環境の形成を図る。 

なお、広域型商業地の維持に当たっては、地域の合意形成、既存商店街等のまちづくりや交通

渋滞、騒音等周辺の住宅地や教育施設との調和に十分配慮する。 

ｳ）幹線沿道商業地 

市街地から交通利便性の高い主要幹線道路の沿道で、石巻市蛇田・東松島市矢本の国道45号沿

道、石巻市門脇の国道398号沿道、石巻市蛇田・中里・湊町の（都）河南川尻線沿道を幹線沿道

商業地と位置づけ、沿道サービス型の小売業、飲食業及び業務機能等の集積を図る。 

なお、幹線沿道商業地における店舗等の誘導に当たっては、周辺の住宅環境に及ぼす影響等に

十分配慮するとともに、歩車道分離や4車線化等の整備を進め、安全かつ円滑な交通を確保して

いく。 

 

3）工業地 

工業地は、都市における生産活動の中心であり、所得の向上、就業機会の拡大を通じて、経済

の発展に重要な役割を果たしている。 

紙・パルプ関連、木材・木製品製造関連、飼肥料関連等の大規模工場が立地し工業用地の拡大・

整備が進められている国際拠点港湾の仙台塩釜港（石巻港区）（以下、「石巻港区」という）周

辺は、震災により大きな被害を受けたが、現在は多くの事業所で操業を再開し、製造業機能の再

生が進んでいる。また､石巻港区に近接する大曲地区においては､大津波により壊滅的な被害を受

け災害危険区域に指定されたことから､土地利用の転換がなされ､新たな工業地として整備が行わ

れている。 

基幹産業である水産業の拠点として海岸線に点在する漁港周辺では、津波により各地区が被災

し加工場等が減少している一方で、内陸部では、三陸縦貫自動車道I.C.周辺の石巻市須江、東松島

市大塩に工業団地が計画的に整備され、それぞれ工場の立地が進んでいる。 

このような現況を踏まえ、目標とする都市構造の実現を図るため、工業地配置の基本方針を次

のように定める。 

 

ｱ）都市中心商業地 

買回品小売業、飲食業等の既存の商業施設が立地する石巻駅周辺と、生活圏レベルの買物ニ

ーズに対応した最寄品小売業等の商業機能が集積する矢本駅周辺、及び復興事業により中心部

の再生を行う女川駅周辺を都市中心商業地と位置づけ、商業機能の集積・高度化等を図る。こ

れらの商業地は、にぎわいの中心として交流機能の整備や良好な街並み景観の創出などにより

魅力的な商業空間の形成を図っていく。 

また、石巻駅周辺については、都市型観光の中心として市街地再開発事業等による土地の高

度利用を促進し、商業施設の更新、商業機能の多様化・高度化を図っていく。特に、歴史・文

化・景観などの特性を活かし、市街地環境の整備など、来訪者と地域をつなぎ、観光振興と連

携した環境整備などにより、にぎわいづくりを進めていく。 

ｲ）広域型商業地 

石巻河南I.C.に隣接し、広域からの交通アクセスの良さから大規模商業施設等が立地する石

巻市蛇田地区を広域型商業地として位置づけ、都市型小売業、買回品小売業、娯楽施設等の多

数の買物客が集中する商業地を維持するとともに、快適な商業環境の創出を図る。 

なお、広域型商業地の維持・創出に当たっては、地域の合意形成、既存商店街などのまちづ

くりや、交通渋滞、騒音など周辺の住宅地や教育施設との調和に十分配慮する。 

ｳ）幹線沿道商業地 

市街地から交通利便性の高い主要幹線道路の沿道で、石巻市蛇田・東松島市矢本の国道45号

沿道、石巻市門脇の国道398号沿道、石巻市蛇田・中里・湊町の（都）河南川尻線沿道を幹線

沿道商業地と位置づけ、沿道サービス型の小売業、飲食業及び業務機能等の集積を図る。 

なお、幹線沿道商業地における店舗等の誘導に当たっては、周辺の住宅環境に及ぼす影響等

に十分配慮するとともに，歩車道分離・4車線化等の幹線道路の整備を進め、安全かつ円滑な

交通を確保していく。 

 

3）工 業 地 

工業地は、都市における生産活動の中心であり、所得の向上、就業機会の拡大を通じて、経

済の発展に重要な役割を果たしている。 

紙・パルプ関連、木材・木製品製造関連、飼肥料関連等の大規模工場が立地し工業用地の拡

大・整備が進められている国際拠点港湾の仙台塩釜港（石巻港区）（以下「石巻港区」という。）

周辺は、震災により大きな被害を受けたが、現在は多くの事業所で操業を再開している。また､

石巻港区に近接する大曲地区においては､大津波により壊滅的な被害を受け災害危険区域に指

定されたことから､土地利用の転換がなされ､新たな工業地として整備が行われている。 

基幹産業である水産業の拠点として海岸線に点在する漁港周辺では、津波により各地区が被

災し加工場等が減少している一方で、内陸部では、三陸縦貫自動車道I.C.周辺の石巻市須江、東

松島市大塩に工業団地が計画的に整備され、それぞれ工場の立地が進んでいる。 

このような現況を踏まえ、目標とする都市圏構造の実現を図るため、工業地配置の基本方針

を次のように定める。 
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第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 

□ 工業地配置の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｱ）拠点型工業地 

各I.C.周辺の広域的なアクセス性や、国際拠点港湾の位置づけを活かし、三陸縦貫自動車道の

各I.C.周辺及び石巻港区周辺を本区域の発展を牽引する拠点型工業地として位置づける。 

石巻港区周辺は、臨海型工業の集積、高度化を促進する。また、港湾拡張により整備される雲

雀野地区には、緑地を整備し、来訪者の賑わいや災害時の避難場所としての機能の創出を図って

いく。 

広域交通の結節点となる三陸縦貫自動車道のI.C.周辺に位置する石巻市須江、東松島市大塩に

ついては、広域的なアクセス性を活かしながら、内陸型工業施設の立地誘導を図り、臨海部の拠

点型工業地とともに、本区域発展の拠点となる職住一体型の工業団地の形成を図る。 

ｲ）水産加工型工業地 

水産関連産業が集積する石巻漁港周辺を中心に、渡波漁港周辺、女川漁港周辺及び浦宿駅周辺

を水産加工型工業地として位置づけ、水産加工業の集積や既存産業の共同化、協業化等を促進す

るとともに、地場産業である水産業の再生を図る。 

 

4）流通業務地 

流通業務は、産業・経済活動において生産者と消費者を結ぶ重要な役割を有している。 

国際拠点港湾に指定されている石巻港区をはじめ、遠洋漁業の拠点である石巻漁港等の工業、

水産業関連の基幹的な港湾・漁港の背後地は、輸送・保管・売買等の流通業務施設が集積してお

り、震災により大きな被害を受けたものの、現在は操業を再開している事業所がみられ、流通業

務機能の再生が進んでいる。 

加えて、石巻河南I.C.周辺の蛇田地区には、広域的なアクセス性と市街地への近接性を活かした

流通業務地の整備が進められている。 

このような現況を踏まえ、目標とする都市構造の実現を図るため、流通業務地配置の基本方針

を次のように定める。 

 

□ 工業地配置の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｱ）拠点型工業地 

各I.C.周辺の広域的なアクセス性や、国際拠点港湾の位置づけを活かし、三陸縦貫自動車道

の各I.C.周辺及び石巻港区周辺を本区域の発展を牽引する拠点型工業地として位置づける。 

石巻港周辺は、臨海型工業の集積、高度化を促進する。また、港湾拡張により整備される雲

雀野地区には、緑地を整備し、来訪者の賑わいや災害時の避難場所としての機能の創出を図っ

ていく。 

広域交通の結節点となる三陸縦貫自動車道のI.C.周辺に位置する石巻市須江、東松島市大塩

については、広域的なアクセス性を活かしながら、内陸型工業施設の立地誘導を図り、臨海部

の拠点型工業地とともに、本区域発展の拠点となる職住一体型の工業団地の形成を図る。 

ｲ）水産加工型工業地 

水産関連産業が集積する石巻漁港周辺を中心に、渡波漁港周辺、女川漁港周辺、及び浦宿駅

周辺を水産加工型工業地として位置づけ、水産加工業の集積や既存産業の共同化、協業化など

を促進するとともに、地場産業である水産業の再生を図る。 

 

4）流通業務地 

流通業務は、産業・経済活動において生産者と消費者を結ぶ重要な役割を有している。 

国際拠点港湾に指定されている石巻港区をはじめ、遠洋漁業の拠点である石巻漁港等の工業、

水産業関連の基幹的な港湾・漁港の背後地は、輸送・保管・売買等の流通業務施設が集積して

おり、震災により大きな被害を受けたものの、現在は操業を再開している事業所がみられる。 

加えて、石巻河南I.C.周辺の蛇田地区には、広域的なアクセス性と市街地への近接性を活かし

た流通業務地の整備が進められている。 

このような現況を踏まえ、目標とする都市圏構造の実現を図るため、流通業務地配置の基本

方針を次のように定める。 

 

 

 石巻港、三陸縦貫自動車道 I.C.への交通利便性を活かして、本区域の発展を

牽引する拠点型工業地の形成を図る 

 水産加工産業の集約化・高度化を図り本区域の基幹産業である水産業復興の

拠点となる水産加工型工業地の形成を図る 

○拠点型工業地    ：石巻港周辺、三陸縦貫自動車道 I.C.周辺（石巻市須

江地区、東松島市大塩地区） 

○水産加工型工業地：石巻漁港周辺、渡波漁港周辺、女川漁港周辺、浦

宿駅周辺 

 仙台塩釜港（石巻港区）、三陸縦貫自動車道 I.C.への交通利便性を活かして、

本区域の発展を牽引する拠点型工業地の形成を図る 

 水産加工産業の集約化・高度化を図り、本区域の基幹産業である水産業復興

の拠点となる水産加工型工業地の形成を図る 

○拠点型工業地   ：仙台塩釜港（石巻港区）周辺、三陸縦貫自動車道 I.C.周辺 

（石巻市須江地区、東松島市大塩地区） 

○水産加工型工業地 ：石巻漁港周辺、渡波漁港周辺、女川漁港周辺、 

浦宿駅周辺 
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第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 

□ 流通業務地配置の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｱ）工業関連型流通業務地 

生産活動の基盤として、本区域の発展を牽引する拠点型工業地に関連する流通業務施設が集積

する石巻市門脇西部（石巻港背後地）を工業関連型流通業務地として位置づけ、運輸業や倉庫業

の集積を図る。 

ｲ）水産関連型流通業務地 

遠洋漁業、沿岸漁業の基幹漁港に隣接し水産関連工業と一体的に流通業務施設の集積を図るた

め、基幹漁港である石巻漁港周辺を中心に、渡波漁港周辺、女川漁港周辺及び浦宿駅周辺を水産

関連型流通業務地として位置づけ、水産品や水産加工品の保管・取引機能を有する卸売・倉庫業

等の拡充を図るとともに、漁港及び水産加工型工業地との一体的な整備を進める。 

ｳ）都市サービス型流通業務地 

石巻河南I.C.周辺の蛇田地区を都市サービス型流通業務地として位置づけ、市街地やI.C.へのア

クセス性を活かした卸売業、運輸業等の集積を図り、広域的な物資の輸送・取引・配送サービス

機能を高めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 流通業務地配置の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｱ）工業関連型流通業務地 

生産活動の基盤として、本区域の発展を牽引する拠点型工業地に関連する流通業務施設が集

積する石巻市門脇西部（石巻港背後地）を工業関連型流通業務地として位置づけ、運輸業や倉

庫業の集積を図る。 

ｲ）水産関連型流通業務地 

遠洋漁業、沿岸漁業の基幹漁港に隣接し水産関連工業と一体的に流通業務施設の集積を図る

ため、基幹漁港である石巻漁港周辺、渡波漁港周辺及び女川漁港周辺を水産関連型流通業務地

として位置づけ、水産品や水産加工品の保管・取引機能を有する卸売・倉庫業等の拡充を図る

とともに、漁港及び水産加工型工業地との一体的な整備を進める。 

ｳ）都市サービス型流通業務地 

石巻河南I.C.周辺の蛇田地区を都市サービス型流通業務地として位置づけ、市街地やI.C.への

アクセス性を活かした卸売業、運輸業等の集積を図り、広域的な物資の輸送・取引・配送サー

ビス機能を高めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 石巻港とその関連工業等の物流拠点として、本区域の発展を牽引する拠点型工

業地と一体的に工業関連型流通業務地の形成を図る 

 漁港及び水産関連工業の物流拠点として、遠洋漁業、沿岸漁業の基幹漁港に隣

接し、水産加工型工業地と一体的に水産関連型流通業務地の形成を図る 

 市街地及び高速道路へのアクセス性が高い地区において、地域経済の発展や住

民の日常生活に寄与する都市サービス型流通業務地の形成を図る 

○工業関連型流通業務地 ：石巻市門脇西部（石巻港背後地） 

○水産関連型流通業務地 ：石巻漁港周辺、渡波漁港周辺、女川漁港周辺 

○都市サービス型流通業務地 ：石巻河南 I.C.周辺 

 仙台塩釜港（石巻港区）とその関連工業等の物流拠点として、本区域の発展

を牽引する拠点型工業地と一体的に工業関連型流通業務地の形成を図る 

 漁港及び水産関連工業の物流拠点として、遠洋漁業、沿岸漁業の基幹漁港に

隣接し、水産加工型工業地と一体的に水産関連型流通業務地の形成を図る 

 市街地及び高速道路へのアクセス性が高い地区において、地域経済の発展や

住民の日常生活に寄与する都市サービス型流通業務地の形成を図る 

○工業関連型流通業務地   ：石巻市門脇西部（石巻港背後地） 

○水産関連型流通業務地   ：石巻漁港周辺、渡波漁港周辺、 

女川漁港周辺、浦宿駅周辺 

○都市サービス型流通業務地 ：石巻河南 I.C.周辺 



  

26 
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5）住宅地 

住宅地は、豊かな住環境の実現、秩序ある市街地形成の観点から、耐震・環境性能を含めた住

宅ストックの質の向上を図るとともに、住宅周辺の買物・医療等の生活利便施設の整備を計画的

に進めながら、良好な居住環境を形成していく必要がある。 

一方、石巻駅周辺においては、空宅地の残存や道路の不足等防災性の向上が問題となっており、

また、復興事業により新たな住宅地整備を進めている住宅地では地域コミュニティの形成を図る

とともに、安全で快適な居住環境を確保する必要がある。 

このような現況を踏まえ、地域全体での土地利用計画、都市基盤施設、義務教育施設等の整備

計画に基づきながら、快適な都市生活を享受できる住宅地を形成し、目標とする都市構造の実現

を図るため、住宅地配置の基本方針を次のように定める。 

 

 

 

 

□ 住宅地配置の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｱ）高度利用促進住宅地 

優れた生活利便性を活かし商業・業務と一体となった住宅地の有効利用・高度利用を図るため、

石巻駅周辺を高度利用促進住宅地として位置づけ、復興事業による市街地再開発事業や優良建築

物等整備事業等の推進により高密度な住宅地を形成し、人口の集積を高めていく。また、子供や

高齢者でも出歩きやすく、若年層にも魅力的なまちにするため、身近な公園・広場、歩道等の交

通環境等住環境の整備・改善を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

5）住 宅 地 

住宅地は、豊かな住環境の実現、秩序ある市街地形成の観点から、耐震・環境性能を含めた

住宅ストックの質の向上を図るとともに、住宅周辺の買物・医療などの生活利便施設の整備を

計画的に進めながら、良好な居住環境を形成していく必要がある。 

一方、石巻駅周辺においては、空宅地の残存や道路の不足等防災性の向上が問題となってお

り、また、復興事業により新たな住宅地整備を進めている住宅地では地域コミュニティの形成

を図るとともに、安全で快適な居住環境を確保する必要がある。 

このような現況を踏まえ、地域全体での土地利用計画、都市基盤施設、義務教育施設等の整

備計画に基づきながら、快適な都市生活を享受できる住宅地を形成し、目標とする都市圏構造

の実現を図るため、住宅地配置の基本方針を次のように定める。 

なお、本区域の発展に伴う人口増加については、現在の市街化区域内への収容を進め、さら

に不足する宅地については復興特区法の特例を活用して被災市街地復興土地区画整理事業等に

よる市街化調整区域内の住宅地を市街化区域に編入することにより、快適で良好な住宅地の供

給を進めていく。 

□ 住宅地配置の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｱ）高度利用促進住宅地 

優れた生活利便性を活かし商業・業務と一体となって住宅地の有効利用・高度利用を図るた

め、石巻駅周辺を高度利用促進住宅地として位置づけ、復興事業による市街地再開発事業等の

推進により高密度な住宅地を形成し、人口の集積を高めていく。また、子供や高齢者でも出歩

きやすく、若年層にも魅力的なまちにするため、身近な公園・広場、歩道等の交通環境等住環

境の整備・改善を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 鉄道利用や日常の買物・飲食、医療・福祉施設が立地する石巻駅周辺にお

いては、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業等により、中高層住宅

を誘導し、高密度で集約された高度利用促進住宅地の形成を図る 

 上記以外の市街地は、災害に強い市街地形成を図るとともに、戸建て等低

層住宅を主体として次世代に引き継ぐ良好な定住環境を備えた一般住宅地

の形成を図る 

○高度利用促進住宅地 ： 石巻駅周辺 

○一般住宅地      ： 上記以外の市街地 

 鉄道利用や日常の買物・飲食、医療・福祉施設が立地する石巻駅周辺におい

ては、復興事業による市街地再開発事業等により、中高層住宅を誘導し、高

密度で集約された高度利用促進住宅地の形成を図る 

 上記以外の市街地は、復興事業を推進しつつ、戸建て等低層住宅を主体とし

て次世代に引き継ぐ良好な定住環境を備えた一般住宅地の形成を図る 

○高度利用促進住宅地 ： 石巻駅周辺 

○一般住宅地 ： 上記以外の市街地 
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ｲ）一般住宅地 

高度利用促進住宅地（石巻駅周辺）以外の市街地を一般住宅地として位置づけ、災害に強い市

街地形成を図るとともに、戸建て等低層住宅を主体として良好な住環境を備えた住宅地の形成を

図る。 

東松島市の都市中心商業地に連坦する住宅地は、用途混在による住環境の保全に配慮しなが

ら、道路・公園等の整備・改善により居住環境水準の向上に努め、多世代居住を可能とする良好

な住宅地の形成を図る。 

また、市街地内に不足する道路・公園等の都市基盤施設の整備を促進するとともに、生活拠点

については生活サービスや義務教育施設等の再編を進めながら、地域コミュニティを持続的に維

持する良好な居住環境を備えた住宅地の形成を図る。 

 

② 市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

主要用途別の密度構成及びおおむねの区域を次のように設定する。 

業務地は、各機能相互の関連性が重視されるため、建築物の中高層化による土地の高密度利用

を図る。 

商業地は、石巻駅周辺、矢本駅周辺、女川駅周辺を都市中心商業地として位置づけているもの

の、容積率が十分に活用されていない状況にあるため、商業機能に加えて、娯楽・文化・情報機

能等の拡充を図り、高密度利用を進める。また、それ以外の商業地では、住宅等との混在を見込

み低密度利用を図る。 

工業地及び流通業務地は、低密度利用を基本としながら地区内や地区外周の緑化を進めつつ、

臨海型、内陸型の立地特性を含めた機能の集約を図る。 

住宅地は、石巻駅周辺の高度利用促進住宅地において中層集合住宅等の整備による高密度利用

を図る。また、一般住宅地においては、現在中層化の進んでいる地区を除き、低層、低密な利用

を図るものとする。 

 

③ 市街地における住宅建設の方針 

1）基本方針 

今後の急速な人口減少と超高齢社会の進展を踏まえ、子供や高齢者でも出歩きやすく健康・快

適な生活が確保でき、かつ、若年層にも魅力的なまちづくりが求められている。 

このような現況を踏まえ、「宮城県住生活基本計画（H29.3）」に基づき、住宅建設の基本方針

を以下のように定めて、真に豊かな住まいづくりを創造していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｲ）一般住宅地 

高度利用促進住宅地（石巻駅周辺）以外の市街地を一般住宅地として位置づけ、戸建て等低

層住宅を主体として良好な住環境を備えた住宅地の形成を図る。 

東松島市の都市中心商業地に連坦する住宅地は、用途混在による住環境の保全に配慮しなが

ら、道路・公園等の整備・改善により居住環境水準の向上に努め、多世代居住を可能とする良

好な住宅地の形成を図る。 

また、市街地内に不足する道路・公園等の都市基盤施設の整備を促進するとともに、復興事

業により新たに整備する住宅地を含めた区域を対象とする地域／生活拠点として生活サービ

スや義務教育施設等の再編を進めながら、地域コミュニティを持続的に維持する良好な居住環

境を備えた住宅地の形成を図る。 

 

② 市街地における建築物の密度の構成に関する方針 

主要用途別の密度構成及びおおむねの区域を次のように設定する。 

業務地は、各機能相互の関連性が重視されるため、建築物の中高層化による土地の高密度利

用を図る。 

商業地は、石巻駅周辺、矢本駅周辺、女川駅周辺を都市中心商業地として位置づけているも

のの、商業地域が指定されているこれら駅周辺では容積率が十分に活用されていない状況にあ

るため、商業機能に加えて、娯楽・文化・情報機能等の拡充を図り、高密度利用を進める。ま

た、それ以外の商業地では、住宅等との混在を見込み低密度利用を図る。 

工業地及び流通業務地は、低密度利用を基本としながら、臨海型、内陸型等の立地特性を踏

まえた機能の集約を図るとともに、地区内や地区外周の緑化を進めていく。 

住宅地は、石巻駅周辺の高度利用促進住宅地において中層集合住宅等の整備による高密度利

用を図る。また、一般住宅地においては現在中層化の進んでいる地区を除き、低層、低密な利

用を図るものとする。 

 

③ 市街地における住宅建設の方針 

1）基本方針 

今後の急速な人口減少と高齢社会の到来を踏まえ、子供や高齢者でも出歩きやすく健康・快

適な生活が確保でき、かつ、若年層にも魅力的なまちづくりが求められている。 

このような現況を踏まえ、住宅建設の基本方針を以下のように定めて、真に豊かな住まいづ

くりを創造していく。 
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□ 市街地における住宅建設の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）整備目標水準 

社会環境の変化や居住に対する関心の多様化、高度化に対応して、住宅の質的向上を図り、全

ての世帯が健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住居規模の確保を目指し、総合

的に各種施策を展開していく。 

□ 居住水準の目標 

住宅施策の目標 現況値 1) 目標値 1) 

最低居住面積水準未満の世帯率 5.1 ％(H25) 3.9 ％(H37) 

子育て世帯 2)における誘導居住面積水準達成率 43.4％(H25) 50 ％(H37) 

新耐震基準（S56）の耐震性を有する住宅ストック比率 84 ％(H25) 95 ％(H32) 

65 歳以上の高齢者の居住する住宅の一定のバリアフリー化 3)率 44.8％(H25) 75 ％(H37) 

注）1. 現況値及び目標値は、宮城県住生活基本計画（H29.3）による宮城県の値 

注） 2. 子育て世帯とは、世帯の構成員に 18 歳未満の者が含まれる世帯をいう 

注） 3. 一定のバリアフリー化とは、トイレ、浴室等に 2 箇所以上の手すりを設置又は屋内の 

注）段差の解消をいう 

 

 

3）住宅建設の整備方向 

本区域では、石巻市を中心に人口や都市機能の集積が高く、通勤・通学時の交通利便性や、高

齢者の生活利便性等の点から、今後、公共交通の結節点周辺への移住や高齢者対応住宅への住み

替えが見込まれる。 

このため、居住者ニーズへの対応、福祉施策との連携及び緑化等による環境や景観等の質的な

向上を目指すとともに、既存市街地内の土地の有効活用を基本として、石巻駅周辺等の公共交通

利便性の高い地区において、市街地の高度利用や市街地再開発事業等による面的な基盤整備を行

い、居住地の集約を促進する。 

 

 

 

 

□ 市街地における住宅建設の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）整備目標水準 

社会環境の変化や居住に対する関心の多様化、高度化に対応して、住宅の質的向上を図り、

全ての世帯が健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住居規模の確保を目指し、

総合的に各種施策を展開していく。 

□ 居住水準の目標 

住宅施策の目標 現況値 平成 32年 

最低居住面積水準未満の世帯率 4.2 ％(H15) 早期に解消 

子育て世帯における誘導居住面積水準達成率 46 ％(H15) 50 ％ 

新耐震基準（S56）の耐震性を有する住宅 74 ％(H15) 95 ％ 

65 歳以上の高齢者の居住する住宅の一定のバリアフリー化 31 ％(H15) 75 ％ 

注）1. 現況値は宮城県住生活基本計画（H19.3）による宮城県の実績値。 

2. 居住水準の目標は、住生活基本計画（全国計画（H23.3））に基づき設定した。 

3. 子育て世帯とは、世帯の構成員に 18 歳未満の者が含まれる世帯をいう。 

4. 一定のバリアフリー化とは、トイレ、浴室等に 2 箇所以上の手すりを設置又は屋内の 

 段差の解消をいう。 

 

3）住宅建設の整備方向 

本区域では、石巻市を中心に人口や都市機能の集積が高く、通勤・通学時の交通利便性や、

高齢者の生活利便性などの点から、今後、公共交通の結節点周辺への移住や高齢者対応住宅へ

の住み替えが見込まれる。 

このため、居住者ニーズへの対応、福祉施策との連携及び緑化などによる環境や景観などの

質的な向上を目指すとともに、既存市街地内の土地の有効活用を基本として、石巻駅周辺など

の公共交通利便性の高い地区において、市街地の高度利用や市街地再開発事業等による面的な

基盤整備を行い、居住地の集約を促進する。 

 

 

 

 

 震災の被災者が安全で安心な住まいと暮らしを取り戻せるよう、住まいの

復興の早期達成に努める 

 低額所得者等の住宅確保要配慮者が安心して暮らせるよう、住宅セーフテ

ィネットの構築に努める 

 多様な居住ニーズに応えるため、良質な住宅ストックの形成と住宅産業の

活性化に努める 

 住民が愛着を持ち、ずっと住みたいと感じられる区域を実現するため、持

続可能な住まい・まちづくりに努める 

 

 

 安心できる住まい方の実現  

 健康で快適な住まい方の実現 

 魅力を感じる住まい方の実現 
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④ 市街地において特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

1）土地の高度利用に関する方針 

災害に強い都市構造の形成を図るため、石巻駅周辺においては、高度利用地区や市街地再開発

事業等により土地の高度利用や有効活用を図りながら、居住地や都市機能の集約を促進していく。 

また、矢本駅周辺、女川駅周辺においては、行政単位の中心拠点として都市機能の充実と環境

整備に努める。 

 

 

2）用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

市街化区域内に残存する低未利用地については、積極的な土地活用の促進を図る。特に、石巻

市南境については「地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」に

基づき整備された石巻トゥモロービジネスタウンの戦略拠点として、新しい産業・経済の拠点形

成に資する土地の有効利用を促進する。 

 

3）居住環境の改善又は維持に関する方針 

古くからの市街地では、家屋の密集に加えて、狭い道路や行き止まり、公園・緑地等の不足が

みられる。 

このため、狭隘道路の改善等の住環境整備事業に加えて、地域の防災拠点の整備、広域避難地・

避難路並びに公園・緑地等の確保、建築物の不燃化、幹線道路・区画道路網の充実強化により、

災害に対する安全性を高め、災害に強い都市を構築するとともに、下水道の整備拡充等により、

総合的な環境整備を進め、良好な市街地の形成を図っていく。 

 

4）公害防止又は環境改善の方針 

主要な幹線道路、飛行場の周辺地域については、土地利用計画の決定又は変更に際し、騒音・

振動等の影響に配慮し、沿道緑地の配置、業務系や沿道サービス型の施設を誘導するなど、これ

らの交通施設と調和のとれた土地利用計画となるよう努める。 

また、一定規模以上の宅地造成事業、道路建設事業等については、環境影響評価法及び環境影

響評価条例等に基づき、環境影響評価を実施し、適正な土地利用と周辺環境の保全に努める。 

 

 

 

 

 

□ 住宅・居住環境づくりの視点 

 

 

 

 

 

④ 市街地において特に配慮すべき問題等を有する市街地の土地利用の方針 

1）土地の高度利用に関する方針 

災害に強い都市構造の形成を図るため、石巻駅周辺においては、高度利用地区や市街地再開

発事業等により土地の高度利用や有効活用を図りながら、居住地や都市機能の集約を促進して

いく。 

また、矢本駅周辺、女川駅周辺においては、行政単位の中心拠点として都市機能の充実と環

境整備に努める。 

 

2）用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針 

市街化区域内に残存する低未利用地については、積極的な土地活用の促進を図る。特に、石

巻市南境については「地方拠点地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律」に

基づき整備された石巻トゥモロービジネスタウンの戦略拠点として、新しい産業・経済の拠点

形成に資する土地の有効利用を促進する。 

 

3）居住環境の改善又は維持に関する方針 

古くからの市街地では、家屋の密集に加えて、狭い道路や行き止まり、公園・緑地等の不足

がみられる。 

このため、住環境整備事業に加えて、地域の防災拠点の整備、広域避難地・避難路並びに公

園・緑地等の確保、建築物の不燃化、幹線道路・区画道路網の充実強化により、災害に対する

安全性を高め、災害に強い都市を構築するとともに、下水道の整備拡充等により、総合的な環

境整備を進め、良好な市街地の形成を図っていく。 

 

4）公害防止又は環境改善の方針 

主要な幹線道路、飛行場の周辺地域については、土地利用計画の決定又は変更に際し、沿道

緑地の配置、業務系や沿道サービス型の施設の誘導等に配慮し、これらの交通施設と調和のと

れた土地利用計画となるよう努める。 

また、一定規模以上の宅地造成事業、道路建設事業等については、環境影響評価法及び環境

影響評価条例等に基づき、環境影響評価を実施し、適正な土地利用と周辺環境の保全に努める。 

 

 

 

 

 

○ 災害に強い「安全な住まいづくり」 

○ 人口減少・高齢社会の進展に対応した「誰もが安心して住み続けられる住まいづくり」 

○ 高度化・多様化するニーズに対応した「良質な住まいづくり」 
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5）被災市街地の土地利用の方針 

被災市街地のうち、将来の土地利用方針が定まっていない地区においては、産業用地や観光交

流系の土地利用を中心として、地域特性を踏まえた適正な土地利用方針を定め、土地の有効利用

を促進する。 

 

6）空き家・空き地に関する方針 

「コンパクト・プラス・ネットワーク」を目指す立地適正化計画の居住及び都市機能誘導区域

の考え方をもとに、市場性や利用価値のある空き家・空き地での対策を講じるとともに、発生し

た空地の適正管理や有効利用の促進（抜けた穴を塞ぐ、埋める）方策や、土地・建物の利用放棄

が起きにくい環境整備（穴の発生を防止する）方策を検討し、地域の実情に即した対処と予防に

努める。 

 

⑤ その他の土地利用の方針 

1）優良な農地との健全な調和に関する方針 

宮城県の穀倉地帯である本区域は、旧北上川、鳴瀬川・吉田川等の主要河川の流域に、平坦で

良好、かつ集団的な農地を有し、ほ場整備事業等により計画的な農地整備が進められている。こ

れらの農地は、農業生産を確保する重要な土地であるとともに、美しい田園景観を構成しており、

今後とも農業施策と調整を図りつつ、その活用と保全を図っていく。 

また、農業の振興と都市的土地利用との調和を図るため、大きく２つの観点に基づき農地の保

全を図るものとする。 

●優良農地の保全 

本区域の平坦で良好な農地は、県内でも有数の穀倉地帯であり、特に石巻市稲井地区や石巻市

から東松島市にかけて広がる農地は、集団的で良好な農地として生産基盤の整備等を図りながら

生産性の高い優良農地として保全していく。 

・集団性の高い農地の保全 

農地としての面的まとまりが大きく、今後とも良好な農業環境の確保が可能な農地は、団地規

模を確保するよう極力保全する。 

・生産性の高い農地の保全 

ほ場整備事業等が完了又は施行中で、今後とも高い生産性が確保されている農地は保全する。 

・都市部への生鮮野菜等の安定供給地としての農地の保全 

市街地周辺で生鮮野菜、工芸農作物等の生産適地となっており、今後ともこれらの農作物の都

市部への安定供給地として確保すべき農地は努めて保全する。 

●都市的土地利用との調和 

市街化区域の拡大をはじめ、市街化調整区域内の農業振興地域等における農地の土地利用転換

に当たっては、周辺の農地への影響等に十分配慮するとともに、事業の実現性や道路、下水道等

都市基盤施設の整備の確実性等を見極めながら、農業施策との調整を行っていく。 

 

 

 

5）被災市街地の土地利用の方針 

被災市街地のうち、将来の土地利用方針が定まっていない地区においては、早期復興に向け

て適正な土地利用方針を定め、土地の有効利用を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 市街化調整区域の土地利用の方針 

1）優良な農地との健全な調和に関する方針 

宮城県の穀倉地帯である本区域は、旧北上川、鳴瀬川・吉田川等の主要河川の流域に、平坦

で良好、かつ集団的な農地を有し、ほ場整備事業等により計画的な農地整備が進められている。

これらの農地は、農業生産を確保する重要な土地であるとともに、美しい田園景観を構成して

おり、今後とも農業施策と調整を図りつつ、その活用と保全を図っていく。 

また、農業の振興と都市的土地利用との調和を図るため、大きく２つの観点に基づき農地の保

全を図るものとする。 

●優良農地の保全 

本区域の平坦で良好な農地は、県内でも有数の穀倉地帯であり、特に石巻市稲井地区や石巻

市から東松島市にかけて広がる農地は、集団的で良好な農地として生産基盤の整備等を図りな

がら生産性の高い優良農地として保全していく。 

・集団性の高い農地の保全 

農地としての面的まとまりが大きく、今後とも良好な農業環境の確保が可能な農地は、団地

規模を確保するよう極力保全する。 

・生産性の高い農地の保全 

ほ場整備事業等が完了又は施行中で、今後とも高い生産性が確保されている農地は保全する。 

・都市部への生鮮野菜などの安定供給地としての農地の保全 

市街地周辺で生鮮野菜、工芸農作物等の生産適地となっており、今後ともこれらの農作物の

都市部への安定供給地として確保すべき農地は努めて保全する。 

●都市的土地利用との調和 

市街化区域の拡大をはじめ、市街化調整区域内の農業振興地域などにおける農地の土地利用

転換に当たっては、周辺の農地への影響などに十分配慮するとともに、事業の実現性や道路、

下水道など都市基盤施設の整備の確実性などを見極めながら、農業施策との調整を行っていく。 
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2）災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

大津波の被害により災害危険区域に指定し居住を制限している地区や、丘陵地の砂防指定地、

急傾斜地崩壊危険区域等は、災害発生の恐れがあることを踏まえ、市街化を抑制するとともに、

土地利用の現況を勘案しながら、市街化調整区域に編入することを検討する。 

また、丘陵地においては土砂災害警戒区域等の指定、沿岸部においては津波・高潮対策や保安

林復旧を推進することにより、自然災害防止に努める。 

 

3）自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

美しい自然景観を有する特別名勝松島や三陸復興国立公園をはじめ、都市の骨格的な緑地環境

を形成する旭山、硯上山、万石浦周辺の県立自然公園旭山や硯上山万石浦県立自然公園に連なる

丘陵地、主要な河川や万石浦等の水面及び沿川の緑地、貴重な動植物の生息地である石巻市牧山

一帯、籠峰山等については、積極的にその保全を図る。 

 

 

 

4）復興事業による農地の復旧の方針 

市街化調整区域における浸水した一団の農地については、農山漁村地域復興基盤総合整備事業

等により復旧し、良好な農地として再生を図る。 

 

5）秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

市街化調整区域の集落、農地、山林等については、無秩序な開発の防止を図るとともに、農林

漁業の健全な発展との調和等を図りながら、その環境の維持、保全を図っていく。 

その中でも地域の中心的な集落で、基礎的な公共公益施設や商店等の日常生活サービス機能が

立地している地区については、生活サービス機能の確保等に努め、周辺集落と連携する生活拠点

の形成と地域コミュニティの維持を図る。 

また、集落環境の改善、向上を図る必要がある地区については、地区計画制度等を活用し、田

園環境や自然環境と調和した居住環境の向上と活力の維持を図っていくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針 

大津波の被害により災害危険区域に指定し居住を制限している地区や、丘陵地の砂防指定地、

急傾斜地崩壊危険区域などは、災害発生の恐れがあることを踏まえ、市街化を抑制するととも

に、土地利用の現況を勘案しながら、市街化調整区域に編入することを検討する。 

また、丘陵部においては土砂災害警戒区域等の指定、沿岸部においては津波・高潮対策や保

安林復旧を推進することにより、自然災害防止に努める。 

 

3）自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針 

美しい自然景観を有する特別名勝松島や三陸復興国立公園をはじめ、都市の骨格的な緑地環

境を形成する旭山、硯上山、万石浦周辺の硯上山万石浦県立自然公園に連なる丘陵地、主要な

河川や万石浦等の水面及び沿川の緑地、貴重な動植物の生息地である矢本海浜緑地、石巻市牧

山一帯、篭峰山等については、積極的にその保全を図る。 

 

 

 

4）復興事業による農地の復旧の方針 

市街化調整区域における浸水した一団の農地については、農山漁村地域復興基盤総合整備事

業等により復旧し、良好な農地として再生を図る。 

 

5）秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針 

地域の中心的な集落で、基礎的な公共公益施設や商店などの日常生活サービス機能が立地し

ている地区については、生活サービス機能の確保などに努め、周辺集落と連携する生活拠点の

形成と地域コミュニティの維持を図る。 

また、良好な営農条件及び優れた居住環境が形成されている集落については、地区計画など

により、農業と都市環境との調和を図りながら優良農地と良好な居住環境の保全を図る。 

なお、復興特区法の特例を活用して被災市街地復興土地区画整理事業等により整備している市

街化調整区域内の住宅地等については、都市計画と土地利用現況との整合を図るため、市街化

区域への編入及び検討を行う。 
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6）計画的な市街地整備の見通しがある区域に関する方針 

次の条件を満たす地区は、市街化区域への編入を予定する地区として整備目的、区域等を明ら

かにする。 

・県及び市町の総合計画等の関連計画に位置づけられていること 

・人口動向及び市街地の規模からみた宅地の供給等に応じた住宅地、都市的サービスの向上に寄

与する商業・業務地、宮城の将来ビジョンにおける「富県宮城」を実現するために必要な工業

地・流通業務地等、新たな市街地形成が必要であること 

・自然公園区域等の区域を含まず、環境保全上支障がないこと 

・工業地・流通業務地以外は既存市街化区域に隣接し、隣接する市街化区域内に広範囲な未利用

地・空宅地がないこと 

・計画目標年次までに建築等の需要が確実な地区であること 

・生活・交通利便性が一定水準以上であること（工業・流通系を除く） 

 

また、市街化区域への編入を予定する地区は、予定されている市街地整備が確実になされるよ

う、次の条件を全て満たした段階で市街化区域への編入を行う。 

・開発主体が定まっていること 

・必要な環境保全対策の実施が確実であること 

・具体的な開発計画及び事業計画が作成されていること 

・開発計画の実施及び必要な道路等の都市施設の整備が確実であること 

・関係法令との整合性が図られていること 

 

さらに、市町村の総合計画等の関連計画に位置づけられ、環境保全上支障がない区域のうち、

本方針の目標を達成するために必要となる開発計画区域については、将来、市街化区域への編入

が見込まれる区域とする。 

 

【市街化区域編入予定地区】 

番号 市町村名 開発目的 

1 石巻市 商業・業務地・工業地 

2 東松島市 商業・業務地 

3 女川町 工業地 

 

今後、こうした区域については、計画の進展を図りながら具体的な開発計画等が確定するなど、

市街化区域編入予定地区が市街化区域へ編入される際の必要条件と同等の条件が満たされた段階

で、農業、環境等の必要な調整を行い、市街化区域への編入を行う。 
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(2) 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

① 交通施設の都市計画の決定の方針 

1）基本方針 

ｱ）交通体系の整備の方針 

本区域は、広域仙台都市圏と三陸沿岸地域を結び、太平洋沿岸の国土軸として位置づけられる

三陸縦貫自動車道が通っており、この三陸縦貫自動車道を基軸として、石巻市中心部から放射状

に国道45号、国道108号、国道398号等の主要な国県道が骨格を形成している。 

都市計画道路の整備延長は131.42㎞で、整備率は54.1％（平成29年3月末）となっており、被災

した市街地のほか、石巻市街地内で未整備路線が多い。これにより起きる慢性的な交通混雑が日

常生活や産業活動に影響を及ぼしているため、市街地内の道路や、中心部を迂回する広域的な道

路の整備が求められている。 

また、震災では、三陸縦貫自動車道を除く沿岸部の多くの道路が、流出した家屋や自動車によ

り閉塞し、避難、救急活動、緊急物資輸送の際に大きな支障をきたしたため、防災機能を有する

新たな道路の整備が進められている。 

JR仙石線とJR石巻線は、都市内や都市間の通勤・通学、観光等の移動・輸送を担っており、今

後、予想される急速な人口減少・超高齢社会の進展に対応する集約市街地とそれと連携した公共

交通ネットワークの構築等に向けて、輸送力や輸送量の維持・充実や所要時間の短縮を図るとと

もに、バス、自動車、自転車等の各種交通との結節機能の強化が求められている。また、他都市

圏との人的・物的交流を活発化させる広域的な道路ネットワークの整備を推進するとともに、公

共交通による交流・観光利用の促進が求められている。 

このような現況を踏まえ、目標とする都市構造の実現を図るため、交通施設の基本方針を次の

とおり定め整備を促進していく。 

 

 

 

□ 交通体系整備の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針 

➀ 交通施設の都市計画の決定の方針 

1）基本方針 

ｱ）交通体系の整備の方針 

本区域の主要な道路ネットワークは、仙台周辺と三陸地域を結ぶ太平洋沿岸の国土軸である

三陸縦貫自動車道と、石巻市中心部から放射状に延びる国道45号、国道108号、国道398号等か

ら形成され、都市計画道路の整備延長は95.8㎞、整備率は61.9%（平成24年度末）と前回基礎調

査時点（平成17年度末）から20.8km、12.7ポイント増加している。 

しかしながら、石巻市中心部などでは長期未着手路線が多く、これが引き起こす慢性的な交

通混雑が日常生活や産業活動に影響を及ぼしているため、市街地内の道路や、中心部を迂回す

る広域的な道路の整備が求められている。 

また、東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波では、高盛土道路の三陸縦貫自動車道を除

く沿岸部の多くの道路が、流出した家屋や自動車により閉塞し、避難、救急活動、緊急物資輸

送の際に大きな支障をきたしたため、防災機能を有する新たな道路の整備が求められている。 

JR仙石線とJR石巻線は、都市内や都市間の通勤・通学、観光などの移動・輸送を担っており、

今後、予想される急速な人口減少・高齢社会の到来に対応する集約市街地とそれと連携した公

共交通ネットワークの構築や地球環境負荷の低減などに向けて、輸送力や輸送量の維持・充実

や所要時間の短縮を図るとともに、自動車、自転車等の各種交通との結節機能の強化が求めら

れている。 

また、東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波では、沿岸部の駅舎や軌道が流失し、長期

間不通となるなど甚大な被害を受けた。現在は、復旧・復興が行われJR仙石線、JR石巻線は全

線が開通されたが、これら公共交通ネットワークの維持・充実が求められている。 

このような現況を踏まえ、目標とする都市圏構造の実現を図るため、交通施設の基本方針を

次のとおり定め整備を促進していく。 

 

□ 交通体系整備の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 災害に強い都市構造への転換を図るため、防災機能を有した道路整備を図

る。 

 他都市圏との人的・物的交流を活発化させる広域的な道路ネットワークの

整備を推進する。 

 地球環境負荷の低減に向けて市街地の交通混雑を低減させる道路等の整備

を図る。 

 人口減少・高齢社会の進展に対応する集約市街地とそれと連携した公共交

通ネットワークの構築に資する道路整備を推進する。 

 災害に強い都市構造への転換を図るため、防災機能を有した道路整備

を図る 

 人口減少・超高齢社会の進展に対応する集約市街地とそれと連携した

身近な公共交通ネットワークの維持・拡充、交通結節点の機能強化を

図る 

 他都市圏との人的・物的交流を活発化させる広域的な道路ネットワー

クの整備を推進するとともに、公共交通による交流・観光利用を促進

する 
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第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 

ｲ）整備水準の目標 

将来の幹線道路ネットワークは、本区域の骨格を構成する主要幹線道路、市街地の土地利用を

支援、誘導する骨格となる幹線道路、宮城県震災復興計画及び市町震災復興計画等で位置づけて

いる主な都市計画道路等とし、その整備水準の目標を次のとおりとする。 

□ 整備水準の目標 

 基 準 年 平成 37年 

幹線道路ネットワークの整備率 71.9 ％ 82.8 ％ 

注）1. 基準年は平成29年3月末現在の整備率  

2. なお、整備率の算出は以下のとおりとする。 

整備率＝(幹線道路ネットワークの整備済み延長(概成済含む) 

＋事業着手中及び予定の路線延長)÷幹線道路ネットワークの延長 

幹線道路ネットワーク   ・主要幹線道路：三陸縦貫自動車道、国道、その他骨格となる道路 

・幹線道路：主要地方道、一般県道、都市計画道路や市道の 

うち主なもの 

 

2）主要な施設の配置の方針 

ｱ）道 路 

交通施設の整備に当たっては、広域的な道路ネットワークの結節点となる地理的条件を活か

し、上位計画や目標とする都市構造・土地利用との整合や道路機能の明確化を図りながら、自動

車やバス等の公共交通を適切かつ円滑に処理できるよう進めるとともに、災害に強い都市構造へ

の転換を図るため、防災機能を有した道路の整備を推進する。 

ⅰ）高規格幹線道路 

三陸縦貫自動車道を新たな産業拠点の形成や観光地としての機能充実を図る交通軸として

位置づけ、仙台市をはじめとした本区域内外の広域交通需要への対応及び他圏域との連携強化

を図る。 

ⅱ）主要幹線道路 

国道 45 号、国道 108 号、国道 398 号等を主要幹線道路と位置づけ、三陸縦貫自動車道への

アクセスを強化し周辺圏域との連携強化を図るとともに、沿岸部において防災機能を強化する

ため、高盛土道路となる（都）門脇流留線の整備を推進する。 

ⅲ）幹線道路 

主要幹線道路と連携して市街地の交通機能強化を図るとともに、災害時における避難路・輸

送路となる道路や復興まちづくりに関連する道路の整備を推進する。 

ⅳ）交通広場 

JR 仙石線と JR 石巻線の JR 各駅周辺では、高齢者でも出歩きやすく、若年層にも魅力的な

まちづくりに向けて、自動車、バス、歩行者等の各種交通と鉄道との有機的結合を図るため、

必要に応じ交通広場の整備を検討していく。 

 

 

 

 

ｲ）整備水準の目標 

将来幹線道路ネットワークは、本区域の骨格を構成する主要幹線道路、市街地の土地利用を

支援、誘導する骨格となる幹線道路、宮城県震災復興計画及び市町震災復興計画等で位置づけ

ている主な都市計画道路等とし、その整備水準の目標を次のとおり設定する。 

□ 整備水準の目標 

 基 準 年 平成 32年 

幹線道路ネットワークの整備率 76.6 ％ 95.3 ％ 

注）平成25年3月末現在の整備率  

なお、整備率の算出は以下のとおりとする。 

整備率＝(幹線道路ネットワークの整備済み延長(概成済含む) 

＋事業着手中及び予定の路線延長)÷幹線道路ネットワークの延長 

幹線道路ネットワーク   ・主要幹線道路：自動車専用道路、国道、その他骨格となる道路 

・幹線道路：主要地方道、一般県道、都市計画道路や市道の 

うち主なもの 

 

2）主要な施設の配置の方針 

ｱ）道 路 

交通施設の整備に当たっては、広域的な道路ネットワークの結節点となる地理的条件を活か

し、上位計画や目標とする都市圏構造・土地利用との整合や道路機能の明確化を図りながら、

自動車やバスなどの公共交通を適切かつ円滑に処理できるよう進めるとともに、災害に強い都

市構造への転換を図るため、防災機能を有した道路の整備を推進する。 

ⅰ）高規格幹線道路 

仙台市をはじめとした本区域内外の広域交通需要への対応及び他圏域との連携強化を図

り、新たな産業拠点の形成や観光地としての機能充実を図るとともに、沿岸部において防災

機能を強化するため、三陸縦貫自動車道の四車線化等の整備を促進する。 

ⅱ）主要幹線道路 

国道 45 号、国道 108 号、国道 398 号等を主要幹線道路と位置づけ、三陸縦貫自動車道へ

のアクセスを強化し周辺圏域との連携強化を図るとともに、沿岸部において防災機能を強化

するため、高盛土道路となる（都）門脇流留線の整備を推進する。 

ⅲ）幹線道路 

主要幹線道路と連携して市街地の交通機能強化を図るとともに、災害時における避難路・

輸送路となる道路や復興まちづくりに関連する道路の整備を推進する。 

ⅳ）交通広場 

JR 仙石線と JR 石巻線が結節する石巻駅や、その他の JR 各駅周辺では、高齢者でも出歩き

やすく、若年層にも魅力的なまちづくりに向けて、自動車、バス、歩行者等の各種交通と鉄

道との有機的結合を図るため、必要に応じ交通広場の整備を検討していく。 
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第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 

ｲ）駐車場 

石巻駅周辺をはじめとする商業地では、買物目的の駐車場・駐輪場の確保が不十分であるため、

交通渋滞や交通事故、放置自転車等の問題を引き起こし、これが中心商店街停滞の一因となって

いる。このため、道路整備に合わせて各地区の特性、機能に応じた計画的な駐車場・駐輪場整備

を進め、商業機能の集約立地に伴う駐車需要増大に対応していく。 

また、交通結節点として、今後とも通勤通学のための駐車・駐輪需要が大きく見込まれる鉄道

駅周辺については、計画的な駐車場・駐輪場の整備を進めていく。 

ｳ）鉄道、バス等の公共交通 

JR仙石線とJR石巻線については、JR仙石線石巻あゆみ野駅の整備や、JR東北本線への乗り入

れ（仙石東北ライン）による仙台方面への所要時間短縮等により利便性の向上が図られた。今後

は、「パーク・アンド・ライド」等の実施により交通結節機能の強化を図る。 

バスについては、今後の急速な人口減少・超高齢社会の進展や地球環境負荷の削減に対応する

ため、持続可能で誰もが暮らしやすい都市構造への転換とこれと連携した公共交通ネットワーク

の維持・拡充等により、高齢者でも出歩きやすい都市交通環境の形成を図る。 

 

 

 

3）主要な施設の整備目標 

おおむね10年以内に実施する予定の主要な事業は次のとおりとする。 

□ おおむね10年以内に実施する予定の主要な事業 

区   分 名   称 市町名 整備区間等 事業主体 

道

路 

主    要 

幹線道路 

（都）河南川尻線 

（国道 398号） 
石巻市 八幡町～湊 宮城県 

（国）398号 女川町 石浜～桐ヶ崎 宮城県 

（都）女川海岸線 

（国道 398号） 
女川町 

鷲神浜～ 

石浜 
宮城県 

（都）浦宿女川線 

（国道 398号） 
女川町 

浦宿浜～ 

女川浜 
宮城県 

（都）曽波神沢田線 

（国道 398号） 
石巻市 

大瓜～ 

真野 
宮城県 

（都）門脇流留線 

（（一）石巻女川線） 

石巻市 
元明神～ 

大街道東 
宮城県 

石巻市 魚町 宮城県 

道

路 
幹線道路 

（都）大街道石巻港線 

（（主）石巻港線） 
石巻市 中央～門脇 宮城県 

（都）渡波稲井線 石巻市 渡波～真野 石巻市 

ｲ）駐車場 

石巻駅周辺をはじめとする商業地では、買物目的の駐車場・駐輪場の確保が不十分であるた

め、交通渋滞や交通事故、放置自転車等の問題を引き起こし、これが中心商店街停滞の一因と

なっている。このため、道路整備に合わせて各地区の特性、機能に応じた計画的な駐車場・駐

輪場整備を進め、商業機能の集約立地に伴う駐車需要増大に対応していく。 

また、交通結節点として、今後とも通勤通学のための駐車・駐輪需要が大きく見込まれる鉄

道駅周辺については、計画的な駐車場・駐輪場の整備を進めていく。 

ｳ）鉄道、バス等の公共交通 

JR仙石線とJR石巻線については、沿線市町の復興まちづくりとあわせた復旧・復興により、

平成27年5月30日までに全線の運行が再開された。また、JR仙石線の石巻あゆみ野駅の整備や、

東北本線への乗り入れ（仙石東北ライン）による仙台方面への所要時間短縮などにより利便性

の向上が図られた。今後は、「パーク・アンド・ライド」等の実施により交通結節機能の強化

を図る。 

バスについては、今後の急速な人口減少・高齢社会の到来や地球環境負荷の削減に対応する

ため、持続可能でだれもが暮らしやすい都市構造への転換とこれと連携した公共交通ネットワ

ークの維持・拡充などにより、高齢者でも出歩きやすい都市交通環境の形成を図る。 

 

3）主要な施設の整備目標 

おおむね平成32年頃までに実施することを予定する主要な事業は次のとおりとする。 

□ おおむね平成32年頃までに実施することを予定する主要な事業（1/2） 

区   分 名   称 市町名 整備区間等 事業主体 

道

路 

主    要 

幹線道路 

（都）河南川尻線 

（国道 398号） 
石巻市 八幡町～湊 宮城県 

（都）女川海岸線 

（国道 398号） 
女川町 

鷲神浜～ 

石浜 
宮城県 

（都）浦宿女川線 

（国道 398号） 
女川町 浦宿～女川 宮城県 

（都）曽波神沢田線 

（国道 398号 石巻バイパスⅡ期） 
石巻市 

南境～ 

大瓜沢田 
宮城県 

（都）門脇流留線 

（（一）石巻女川線） 

石巻市 
元明神～ 

大街道東 
宮城県 

石巻市 魚町 宮城県 

（都）運河内海橋線 

（国道 398号） 
石巻市 八幡町 宮城県 
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（主）石巻鮎川線 石巻市 風越～風越 宮城県 

（都）石巻工業港運河線 石巻市 釜 石巻市 

（都）不動沢稲井線 
（（一）石巻雄勝線） 

石巻市 湊～井内 宮城県 

（都）釜大街道線 石巻市 釜 石巻市 

（都）七窪蛇田線 石巻市 中里 石巻市 

（都）南光湊線 石巻市 門脇町～湊町 石巻市 

（都）御所入湊線 石巻市 湊 石巻市 

（都）湊中央線 石巻市 湊 石巻市 

（都）矢本門脇線 
（（一）石巻工業港矢本線） 

東松島市 矢本～門脇 宮城県 

（主）奥松島松島公園線 
東松島市 宮戸～宮戸 宮城県 

東松島市 洲崎～洲崎 宮城県 

（都）大曲浜線 東松島市 大曲 東松島市 

（一）石巻雄勝線 石巻市 真野～雄勝 宮城県 

（一）石巻女川線 女川町 
浦宿浜～ 
浦宿浜 

宮城県 

（主）女川牡鹿線 
女川町 

高白浜～ 
高白浜 

宮城県 

女川町 
鷲神浜～ 
小乗浜 

宮城県 

（都）堀切山駅前線 女川町 女川浜 女川町 

（都）駅前清水線 女川町 女川浜 女川町 

（都）清水本通線 女川町 女川浜 女川町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ おおむね平成32年頃までに実施することを予定する主要な事業（2/2） 

区   分 名   称 市町名 整備区間等 事業主体 

道

路 
幹線道路 

（都）大街道石巻港線 
（（主）石巻港線） 

石巻市 中央～門脇 宮城県 

（都）渡波稲井線 石巻市 渡波～真野 石巻市 

（都）石巻工業港曽波神線 石巻市 蛇田 石巻市 

（主）石巻鮎川線 石巻市 渡波 宮城県 

（都）石巻工業港運河線 石巻市 釜 石巻市 

（都）不動沢稲井線 
（（一）石巻雄勝線） 

石巻市 湊～井内 宮城県 

（都）釜大街道線 石巻市 釜 石巻市 

（都）七窪蛇田線 石巻市 中里 石巻市 

（都）南光門脇線 石巻市 門脇 石巻市 

（都）門脇稲井線 石巻市 中央 石巻市 

（都）御所入湊線 石巻市 湊 石巻市 

（都）湊中央線 石巻市 湊 石巻市 

（都）矢本門脇線 
（（一）石巻工業港矢本線） 

東松島市 矢本～門脇 宮城県 

（主）奥松島松島公園線 
東松島市 宮戸 宮城県 

東松島市 洲崎 宮城県 

（都）大曲堺堀線 東松島市 大曲 東松島市 

（都）野蒜１号線 東松島市 野蒜 東松島市 

（都）野蒜２号線 東松島市 野蒜 東松島市 

（都）上河戸下浦線 東松島市 東矢本 東松島市 

（都）東矢本駅前線 東松島市 東矢本 東松島市 

（都）大曲浜線 東松島市 大曲 東松島市 

（一）石巻女川線 女川町 浦宿 宮城県 

（主）女川牡鹿線 
女川町 高白 宮城県 

女川町 小乗浜 宮城県 
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  （都）堀切山駅前線 女川町 女川浜 女川町 

（都）駅前清水線 女川町 女川浜 女川町 

（都）清水本通線 女川町 女川浜 女川町 

 

交通広場 
（都）野蒜２号線 東松島市 仙石線東名駅 東松島市 

（都）野蒜１号線 東松島市 仙石線野蒜駅 東松島市 

（都）東矢本駅前線 東松島市 
仙石線 
東矢本駅 

東松島市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

39 

第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
□

 お
お
む
ね
平
成

32
年
頃
ま
で
に
実
施
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
主
要
な
事
業

 

□
 お

お
む
ね

10
年
以
内
に
実
施
す
る
予
定
の
主
要
な
事
業

 

・
主
要
幹
線
道
路
：
自
動
車
専
用
道
路
、
国
道
、
そ
の
他
骨
格
と
な
る
道
路

 
・
幹
線
道
路
：
主
要
地
方
道
、
一
般
県
道
、
都
市
計
画
道
路
や
市
道
の
う
ち
主
な
も
の

 

 



  

40 

第１３９号議案 石巻広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 現 行 計 画（参  考） 

② 下水道及び河川・海岸の都市計画の決定の方針 

1) 基本方針 

ｱ）下水道及び河川・海岸の整備の方針 

ⅰ）下水道 

市街地、農山漁村等を含めた市町全域で効率的な汚水処理施設の整備をより一層推進するた

め、建設費と維持管理費を合わせた経済比較を基本としつつ、地域特性や地域住民の意向を考

慮し、効率的かつ適正な整備を行っていく。 

下水道の施設整備計画の策定にあたっては、市街化の動向と十分に整合を図り、効率的な施

設整備を進める。 

また、確実で安定した下水処理を実施するため、老朽化施設や耐用年数が経過した施設を適

切な時期に改築・更新するとともに、暮らしに欠かせないライフラインとして大規模災害時に

もその機能が発揮できるよう、施設の耐震化や代替処理機能の確保を図っていく。 

雨水については、震災に伴い浸水被害の危険性が一層高まった地区もあるため、排水区域の

見直しや新たな排水施設の整備等により、総合的な対策を図るとともに、その他の地区につい

ては、放流先河川の整備状況との整合を図りつつ、施設整備を推進する。 

汚水については、快適で安全な質の高い生活環境の確保と公共用水域の水質保全等を図るた

め、特に人口及び産業の集積している地区や復興特区法の特例を活用して整備している新市街

地等について、整備手法の効率的な組み合わせにより重点的に整備を進めていく。 

平成 29 年度末現在の全体計画に対する下水道整備率をみると、石巻市が 66.3％、東松島市

が 70.6％、女川町が 64.8％と圏域全体で 67.1％であり、宮城県の平均整備率を下回っている。 

□ 下水道整備の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 下水道及び河川・海岸の都市計画の決定の方針 

1) 基本方針 

ｱ）下水道及び河川・海岸の整備の方針 

ⅰ）下水道 

市街地、農山漁村等を含めた市町全域で効率的な汚水処理施設の整備をより一層推進する

ため、建設費と維持管理費を合わせた経済比較を基本としつつ、地域特性や地域住民の意向

を考慮し効率的かつ適正な整備を行っていく。 

また、被災した施設の早期復旧を図るとともに、確実で安定した下水処理を実施するため、

老朽化施設や耐用年数が経過した施設を適切な時期に改築・更新するとともに、暮らしに欠

かせないライフラインとして大規模災害時にもその機能が発揮できるよう、施設の耐震化や

代替処理機能の確保を図っていく。 

雨水については、東北地方太平洋沖地震に伴う広域地盤沈降により浸水被害の危険性が一

層高まった地区もあるため、排水区域の見直しや新たな排水施設の整備などにより、総合的

な対策を図っていく。 

汚水については、快適で安全な質の高い生活環境の確保と公共用水域の水質保全等を図る

ため、特に人口及び産業の集積している地区や復興特区法の特例を活用して整備している新

市街地などについて、整備手法の効率的な組み合わせにより重点的に整備を進めていく。 

 

 

 

□ 下水道整備の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 被災施設の復旧や老朽化施設の更新、及び施設の耐震化等を推進する 

 市街化の動向と十分に整合を図り、効率・効果的な施設整備を推進する 

 雨水については、広域地盤沈降により浸水被害の危険性が一層高まった地

区について、総合的な対策を図る 

 汚水については、人口・産業集積地区や新市街地について、重点的な整備

を図る 

 市街化の動向と十分に整合を図り、効率・効果的な施設整備を推進する 

 老朽化施設の更新及び施設の耐震化等を推進する 

 雨水については、浸水被害の危険性が一層高まった地区について、総合的

な対策を図り、その他の地区については、放流先河川の整備状況との整合

を図りつつ、施設整備を推進する 

 汚水については、地域に適合した効率的な汚水処理施設を組み合わせ、重

点的に整備する 
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ⅱ）河川・海岸 

津波対策や近年多発する自然災害への対策として、海岸部における防潮堤等の河川・海岸堤

防整備とともに、上下流一体となった総合的な河川・海岸整備を進めていく。 

河川改修は、河川の有する治水機能を阻害しない範囲で、公園・緑地機能や環境機能を十分

に発揮するよう整備を推進する。 

また、市街地内を環流する中小河川については、市街地整備と連携した治水対策事業等を重

点的、効率的に推進し、安全で安心な地域づくりを進めるとともに、水質や豊かな水辺環境の

保全に向けて水資源の確保、流水の正常な機能の維持等の河川環境保全を図っていく。 

なお、河川は、市街地における貴重なオープンスペースであり、改修にあたっては、河川が

本来持っている動植物の良好な育成環境に配慮し、生活と調和する美しい自然環境の保全・創

出に配慮した川づくりを行う必要がある。 

さらに、近年は河川の持つ憩いやレクリエーションの機能に着目した「かわまちづくり」に

よる賑わい創出等が全国的に進められている状況を踏まえ、本区域の魅力向上に向けた河川を

活用したまちづくりも検討を進める。 

□ 河川・海岸整備の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 下水道処理計画 

市町名 名  称 処 理 区 名 
下水道人口普及率 

平成 26年 3月末 

石巻市 
流域関連公共下水道 北上川下流 

60.6 ％ 
流域関連公共下水道 北上川下流東部 

東松島市 流域関連公共下水道 北上川下流 70.8 ％ 

女川町 流域関連公共下水道 北上川下流東部 66.1 ％ 

 

ⅱ）河川・海岸 

東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波により、河川・海岸堤防も甚大な被害を受けた

ため、津波対策として、海岸部における防潮堤などの河川・海岸堤防整備とともに、広域地

盤沈降により洪水の危険性が高まっている低平地部において堤防沈下戻し等を行うことに

より、上下流一体となった総合的な河川・海岸整備を進めていく。 

また、近年多発する自然災害への対策として、特に市街地中心部への影響が大きい中小河

川については、その市街地整備と連携した治水対策事業などを重点的、効率的に推進し、安

心で安全な地域づくりを進めるとともに、水質や豊かな水辺環境の保全に向けて水資源の確

保、流水の正常な機能の維持などの河川環境保全を図っていく。 

 

 

 

 

 

□ 河川・海岸整備の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 被災施設の復旧と津波対策、自然災害対策のための上下流一体となった総

合的な施設整備を推進する 

 市街地中心部を流れる中小河川について、その市街地整備と連携した治水

対策事業等を推進する。 

 水質や豊かな水辺環境の保全を図っていく 

 被災施設の復旧と津波対策、自然災害対策のための上下流一体となった総合

的な施設整備を推進する 

 市街地内を環流する中小河川については、流域の河川整備計画や下水道整備

計画と整合を図りながら、防災調整池の設置など、市街地整備と連携した治

水対策事業等を推進する 

 水質や豊かな水辺環境の保全を図っていく 

 河川改修は、河川の有する治水機能を阻害しない範囲で、公園・緑地機能や

環境機能を十分に発揮するよう、親水性等に配慮した河川整備を推進する 

 賑わいのある魅力的な都市圏の創出に向け、河川空間を活かした「かわまち

づくり」を検討する 
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ｲ）整備水準の目標 

ⅰ）下水道 

公共下水道については、市街化区域及びその隣接する人口集積の高い集落について、処理可

能となるよう目標を定める。 

ⅱ）河川・海岸 

河川及び海岸については、津波対策や市街地中心部及び治水上の隘路箇所及び被害頻度の高

い河川の整備を優先する。特に、治水対策については、必要性や緊急性を比較検討の上、整備

効果が大きく 5 ～10 年で一定の効果が発揮される事業箇所について一連の区間を整備してい

く。 

また、海岸については、海岸施設災害復旧事業において、レベル１2)津波に対応できる堤防

の整備を進めていく。 

 

2）主要な施設の整備目標 

おおむね10年以内に実施する予定の主要な事業は次のとおりとする。 

□ おおむね10年以内に実施する予定の主要な事業  

種 別 名    称 市 町 名 事 業 主 体 

下水道 

北上川下流流域関連公共下水道 
石 巻 市 

東 松 島 市 

石 巻 市 

東 松 島 市 

北上川下流東部流域関連公共下水道 
石 巻 市 

女 川 町 

石 巻 市 

女 川 町 

河 川 河川改修事業（真野川） 石 巻 市 宮 城 県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）その他の都市施設 

一般廃棄物の処理施設の整備に当たっては、循環型社会の形成に向け、廃棄物の３Ｒ（発

生抑制、再使用、再生利用）を推進しつつ、適正かつ最適な循環的利用及び処分システムの

構築を図っていく。 

 

ｲ）整備水準の目標 

ⅰ）下水道 

公共下水道については、市街化区域及びその隣接する人口集積の高い集落について、処理

可能となるよう目標を定める。 

ⅱ）河川・海岸 

河川・海岸については、津波対策や市街地中心部及び治水上の隘路箇所及び被害頻度の高

い河川の整備を優先する。特に、治水対策については、必要性や緊急性を比較検討の上、整

備効果が大きく 5 ～10 年で一定の効果が発揮される事業箇所について一連の区間を整備し

ていく。 

 

 

 

2）主要な施設の整備目標 

おおむね平成32年頃までに実施することを予定する主要な事業は次のとおりとする。 

□ おおむね平成32年頃までに実施することを予定する主要な事業 

種 別 名    称 市 町 名 

下水道 

北上川下流流域関連公共下水道 
石 巻 市 

東松島市  

北上川下流東部流域関連公共下水道 
石 巻 市 

女 川 町 

河 川 

鳴瀬川水系直轄河川改修事業 東 松 島 市 

旧北上川水系直轄河川改修事業 石 巻 市 

北上川下流水系直轄河川改修事業 石 巻 市 

海 岸 海岸施設災害復旧事業 

石 巻 市 

東松島市  

女 川 町 

 

 

 

 

 

 

2) 数十年から百数十年に一度程度の頻度で発生する、最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低い

ものの大きな被害をもたらす津波。 
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③ その他の都市施設の都市計画の決定の方針 

1) 基本方針 

ｱ）その他の都市施設の整備の方針 

一般廃棄物の処理施設の整備に当たっては、循環型社会の形成に向け、廃棄物の３Ｒ（発生

抑制、再使用、再生利用）を推進しつつ、適正かつ最適な循環的利用及び処分システムの構築

を図っていく。 

現在の東松島市火葬場は、経年的な施設の劣化や老朽化、また待合室の狭隘や駐車場の不足

等の課題があることから、新たな火葬場の整備を図る。 

□ その他の都市施設の基本方針 

 

 

 

 

2）主要な施設の整備目標 

本区域におけるその他の都市施設のうち、おおむね10年以内に実施する主要な事業は特に予定

されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般廃棄物の処理施設や火葬場等の整備に当たっては、周辺環境に配慮

した適正な土地利用を図るとともに、最適な操業システムの構築を図る 


